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第５章 被災市街地復興推進地域における復興まちづくり 

１ 被災市街地復興推進地域の指定 

① 中心商業・業務拠点の再生の考え方 

中心商業・業務拠点は、人吉市の中心市街地や観光の拠点である青井阿蘇神社をはじめとし

た歴史的資源、温泉旅館等を含むエリアで、商業の中心地としてだけでなく、本市の基幹産業

である観光においても重要な役割を持っていることから、市街地基盤や災害リスクに関する課

題に向き合いながら、人吉球磨地域の中心として、未来型復興に向けた再生に取り組む必要が

あります。 

にぎわいや経済の再生と持続可能な都市拠点の形成に向け、安全性の向上に資する市街地整

備手法の選択や適切な土地利用をマネジメントする仕組みの導入を行います。 

 

【取組方針】 

○必要性と効率性を両立した市街地整備事業の検討・実施 

○まちづくりの構想、事業計画に沿った行政の先行投資（まちづくり用地の先行買収等） 

○事業計画立案までの期間の一定の建築制限 

 

 

（参考）上位計画・関連計画の位置づけ 
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＜まちづくりの課題＞ 

 

＜まちづくりの方向性＞ 
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■各区域のまちづくりの考え方 
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② 被災市街地復興推進地域の指定 

市街地の一体的な再生を図るためには、各種復興事業の内容を検討し、決定されるまでの期

間において、再び安全性の低い市街地がつくられてしまうことを防ぎ、かつ、その間に行政と

市民等が協力・連携し、復興まちづくり計画に基づく各種復興事業の円滑な実施へ移行するこ

とが求められます。 

本市においては、被害の大きい市街地を対象に、以下の要件に該当する地域を「被災市街地

復興推進地域」に指定し、一定の開発・建築制限を定めて、具体の事業検討を進めています。 

 

■地域指定に必要な３つの要件・指定エリアの考え方 
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■地域指定の基本的な考え方 
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■被災市街地復興推進地域 

九日町、紺屋町、上青井町、下青井町、宝来町の各一部（約 21ha） 

令和３年７月 21日都市計画決定、建築制限の期間は最長で令和４年７月３日まで 
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２ 検討のプロセス 

被災市街地復興推進地域（中心市街地地区、青井地区の一部）においては、地区別懇談会で

検討した「復興まちづくり計画」の実現に向けて、面的なまちづくり手法の活用や必要な施設

整備等、具体的な事業化の検討を行う必要があります。 

検討に当たっては、土地所有者の将来的な利活用の意向を把握しながら、復興まちづくり計

画の実現化を図ります。 

具体の事業は、段階的な供用（住まい・なりわいの再建）を図りながら、できる限り速やか

な事業完了を目指します。 

 

【検討のプロセス】 

○地区別懇談会において、目指す方向性を検討 

○地域住民、事業者、対象地区内の土地所有者の参加による事業計画検討会の開催 

○事業計画検討会および戸別訪問において、事業内容の説明や意向確認を実施 

○土地利用や基盤整備の計画、事業手法・事業区域の方針の決定（令和３年度末目途） 

 

 

３ 地区整備に係る現状・課題 

 

 

※以下の項目については、事業計画検討会等での合意形成が図れた段階で計画を更新します。 

４ 地区（被災市街地復興推進地域）の整備方針 

【土地利用】 

【基盤整備方針】 

 

 

５ 事業手法及び事業計画 

 

 


